
役員の選任及び会長等の選定に関する規程 新旧対照表（案） 

現 行 改 定（案） 備考 

役員の選任及び会長等の選定に関する規程 役員の選任及び会長等の選定に関する規程 

第21条 〔役員等推薦委員会〕 第21条 〔役員等推薦委員会〕 

１．第２章の規定に従い会長予定者が選出された後、役員等の選出

に関しては、改選期の２月に役員等推薦委員会を設置し、役員等

の選出事務等について、役員等推薦委員会が管理・運営する。 

１．第２章の規定に従い会長予定者が選出された後、役員等の選出

に関しては、役員等推薦委員会を設置し、役員等の選出事務等に

ついて、役員等推薦委員会が管理・運営する。 

２．役員等推薦委員会は、改選期の１月臨時評議員会による承認に

よって設置され、第２９条の理事会の終結の時をもって解散す

る。 

２．役員等推薦委員会は、改選期の１月又はそれより前に開催され

る臨時評議員会による承認によって設置され、第２９条の理事会

の終結の時をもって解散する。 

第22条 〔役員等推薦委員〕 第22条 〔役員等推薦委員〕 

４．本条第１項のうち、第２号の委員は１月理事会において選出し、

第３号及び第４号の委員は同月末に開催される臨時評議員会に

おいて選出する。 

４．本条第１項のうち、第２号の委員は１月又はそれより前に開催

される理事会において選出し、第３号及び第４号の委員は１月又

はそれより前に開催される臨時評議員会において選出する。 

［改定］ ［改定］ 
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